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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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七
月
三
十
一
日
か
ら
八
月
一
日
未
明
に
か
け
て
、
関
東
地
方
を
襲
っ
た
豪
雨
は
、
東
京
都
の
渋
谷
、
中
野
で
一

時
間
に
そ
れ
ぞ
れ
七
四
・
五
、
七
〇
ミ
リ
も
降
り
、
善
福
寺
、
石
神
井
、
池
上
、
上
目
黒
等
の
各
地
で
は
六
〇
ミ

リ
を
超
え
る
と
い
う
記
録
的
な
降
雨
量
に
達
し
た
。
こ
の
た
め
、
石
神
井
川
、
善
福
寺
川
、
妙
正
寺
川
、
神
田 

 
 

川
、
目
黒
川
な
ど
で
濁
流
が
あ
ふ
れ
、
流
域
に
重
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
も
あ
ふ
れ
た
場
所
が
住
宅
が

密
集
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
千
五
百
戸
余
が
床
上
浸
水
、
約
二
千
九
百
戸
が
床
下
浸
水
と
な
り
大
き
な

被
害
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
の
流
域
は
、
以
前
か
ら
集
中
豪
雨
に
よ
る
災
害
の
危
険
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
場
所
で
あ

り
、
二
年
に
一
回
程
度
の
割
合
で
水
害
が
起
き
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
都
市
水
害
を
防
止
す
る
抜
本
的
対
策
を
進
め
る
こ
と
が
行
政
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

都
市
水
害
防
止
の
た
め
の
抜
本
的
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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三 

都
市
河
川
改
修
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
根
本
的
原
因
は
、
軍
事
費
と
Ｏ
Ｄ
Ａ(

政
府
開
発
援
助)

を
大
幅
に

増
や
す
一
方
、
生
活
関
連
予
算
を
ゼ
ロ
シ
ー
リ
ン
グ
で
ば
っ
さ
り
打
ち
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
れ
ら

に
大
判
振
舞
い
を
や
め
て
も
っ
と
国
民
の
安
全
と
財
産
を
守
る
こ
と
に
回
せ
と
の
国
民
の
声
は
広
が
っ
て
い 

る
。
こ
れ
ら
の
声
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
、
予
算
の
配
分
を
転
換
し
な
け
れ
ば
河
川
改
修
事
業
は
「
百
年
河
清
を 

一 
第
七
次
治
水
事
業
五
ヵ
年
計
画(

一
九
八
七
～
九
一
年
度)

で
は
都
市
中
小
河
川
の
改
修
は
、
時
間
雨
量
五
〇

ミ
リ
の
降
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
の
防
止
を
目
標
に
実
施
し
、
一
九
八
六
年
度
末
の
二
八
％
か
ら
一
九
九
一
年
度

末
に
は
三
二
％
の
整
備
率
に
向
上
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
東
京
都
全
体
に
お
け
る
河
川
の
整
備
率
は
ど
れ
ぐ
ら

い
に
す
る
の
か
。
ま
た
石
神
井
川
、
善
福
寺
川
、
神
田
川
、
目
黒
川
の
そ
れ
ぞ
れ
の
整
備
率
に
つ
い
て
は
ど
う

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

今
回
の
七
〇
ミ
リ
以
上
の
降
雨
量
に
も
十
分
対
応
で
き
る
た
め
に
は
第
七
次
治
水
事
業
五
ヵ
年
計
画
の
抜
本

的
見
直
し
が
必
要
だ
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

四 

 



 

四 

今
回
の
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、 

3 

都
区
が
単
独
に
実
施
し
て
い
る
遊
水
池
、
貯
留
池
、
歩
道
の
透
水
性
舗
装
、
都
道
な
ど
に
実
施
し
て
い
る

透
水
マ
ス
さ
ら
に
は
雨
水
一
時
貯
留
施
設
等
の
事
業
に
も
補
助
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
ど
う 

2 

環
状
七
号
線
の
地
下
調
節
池
の
早
期
建
設
の
た
め
に
は
、
抜
本
的
で
大
幅
な
補
助
が
必
要
だ
と
思
う
が
そ

の
考
え
は
な
い
か
。 

1 

現
在
行
っ
て
い
る
都
の
事
業
の
繰
上
げ
実
施
を
含
め
早
期
に
実
現
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
国
の
補
助
を
抜
本
的
に
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
東
京
都
の
河
川
事
業
に
対
す
る
補
助

は
、
逆
に
、
一
九
八
四
年
度
の
十
分
の
七
・
五
か
ら
一
九
八
九
年
度
に
は
十
分
の
五
・
二
五
に
引
き
下
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
速
や
か
に
元
に
戻
す
こ
と
が
必
要
だ
が
そ
の
考
え
は
あ
る
か
。 

ま
つ
」
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
災
害
関
係
や
国
民
生
活
関
連
部
門
の
予
算
を
大
幅
に
増
や
す
方
針
は
な
い 

 

か
。 

五 

 



 

五 

神
田
川
は
、
一
九
八
八
年
度
か
ら
政
府
の
総
合
治
水
対
策
特
定
河
川
の
一
つ
に
指
定
さ
れ
た
。
今
回
の
水
害

に
よ
っ
て
同
河
川
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

六 

東
京
都
内
に
は
、
数
多
く
の
官
公
庁
、
各
種
公
団
・
事
業
団
・
金
融
機
関
な
ど
の
政
府
関
係
機
関
さ
ら
に
は

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ほ
か
特
殊
法
人
等
々
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
建
物
、
敷
地
、
所
有
地
に
は｢

隗
よ
り
始
め
よ｣

で
透
水
性
施

設
や
雨
水
貯
留
施
設
な
ど
治
水
対
策
の
た
め
の
各
種
施
設
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
現
在
の
設
置

状
況
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
い
。
ま
た
今
後
の
計
画
、
方
針
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
い
。 

七 

大
企
業
の
本
社
や
工
場
、
駐
車
場
及
び
所
有
地
な
ど
に
も
そ
の
地
下
及
び
敷
地
内
に
透
水
性
施
設
及
び
貯
留

池
等
の
建
設
促
進
を
図
る
指
導
の
強
化
が
、
政
府
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
企
業
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
企
業

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
施
設
建
設
の
現
状
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
具
体
的
な
今
後
の
政
府

の
方
針
、
姿
勢
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

か
。 

六 

 



 

 

七 

右
質
問
す
る
。 


